
 

 

大会決議 

「県下 1ＪＡ合併」に関する決議 

農業･ＪＡを取り巻く環境の変化は、依然目まぐるしく、多くの課題を抱えており、また、

その影響が顕著なものとなってきている。 

近年のマイナス金利政策の影響と各事業取扱高の落ち込み等により、事業総利益の減少が

懸念される。更に、大規模農業関連施設の老朽化や平成 31年から監査法人による会計監査に

移行することで監査報酬の支払いが発生する等、事業管理費の削減が限界に近い中で、事業

赤字の発生が危惧される。 

このような情勢のもと、農協改革集中推進期間を目前に控え、更なる自己改革に向け鋭意

取り組みを進めてきた。担い手の育成と生産･販売力の強化を図り、農業者の所得増大や農業

生産の拡大を実現し、更には協同組合としての総合事業メリットを最大限発揮するためには、

県域での新たな組織の再編と事業の再構築が必要である。 

福井県ＪＡグループは、福井県ＪＡ合併促進協議会を中心に「県下 1ＪＡ合併」実現に向

けた組織協議を積極的に進めてきており、『県下 1ＪＡ合併基本構想』は自己改革の羅針盤で

ある。 

今後、我々は、『県下 1ＪＡ合併基本構想』をもとに準備を進め、「県下１ＪＡ合併」完遂

と連合会の包括承継により、改革を加速化することを県下ＪＡ組合員の総意のもとに確認し、

実践するものである。 

 

１．ＪＡ自己改革の断行と併せ、2020 年 4月の「県下 1ＪＡ合併」を実

現する。 

２．『県下 1ＪＡ合併基本構想』に基づき、組合員･役職員の意識改革を

実践する。  

３．県下 12ＪＡと中央会･各連合会は、県下 1ＪＡ合併に向け、健全経

営に邁進する。 

 

以上、決議する。 

 

平成３０年１１月２７日 

第２５回ＪＡ福井県大会 



２０２０年４月１日 

「福井県農業協同組合」が誕生します！ 

３．県１ＪＡのスローガン  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ＪＡ福井県は持続可能な農業環境を実現します！ 

県一元集荷販売によるシェア率の向上！ 

営農関連施設などの広域利用が可能となり利便性が向上！ 

園芸地域特産品目の販売高を 31 億円に！(約 4億円アップ) 

施設･倉庫の集約化と広域の戸配送体制強化による物流効率化！ 

(コスト削減効果 約 3億円) 

大規模低温倉庫を整備し担い手等の集荷対策に貢献！      

(コスト削減効果 約 2億円) 

肥料･農薬の品目集約と数量結集を実現！ 

(コスト削減効果 約 1億円) 

園芸県域重点品目の販売高を 13 億円に！(約 6億円アップ) 

農畜産物販売高を 327 億円に！(約 24 億円アップ) 

合併によるスケールメリットを最大限に発揮することで、 

ＪＡ福井県は、「農業者の所得２割アップ！」を目指します！ 

農畜産物 

販売高 

１割増！ 

生産 

コスト 

１割減！ 

総合ポイント制度により幅広いサービスにおいて還元を実施！ 

            (約 3 億円以上還元) 

支店対応を強化し、地域に密着した手厚い組合員対応を実践！ 

(支店職員約 2,000 名体制) 

組合員の

くらし対応

強化！ 
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４．合併基本事項  

 

1．合併の基本となる事項  

(1) 合併方式        定款変更方式(存続･解散合併方式)  

(2) 合併日         2020年４月１日 

(3） 合併組合        福井県下１２ＪＡ 

(4) 連合会の包括承継    県下１ＪＡ合併後、速やかに、中央会、信連、経済連、厚生連の

包括承継手続きに入る。 

2．定款の基本となる事項 

(1) 名  称   福井県農業協同組合(愛称：ＪＡ福井県) 

(2） 地  区   福井県一円 

(3) 事  業   各ＪＡが行っている全部の事業を継承 

(4) 事業年度   毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

  (5) 本店の所在地 福井市大手３丁目２番18号(現在の福井県農業会館)  

(6) 出資金 

   1）1口金額   1,000円 

2）最高持口数  5,000口 

(7) 役  員

1）定  数   理事５０人以上７０人以内、監事５人以上９人以内。 

   2）執行体制   理事会制とし、代表理事組合長、代表理事副組合長、専務理事、常務理事を置く。 

(8) 総代会制 

    1）定  数   1,000名以内 

   2）任  期   ３年 

 (9) 職員の引き継ぎ  在職している全職員を新組合に引き継ぐ。 

 

５．組織機構  

本店と支店（基幹支店･総合支店など）を設置して、組合員･利用者･地域に密着した事業を展開

します。本店は経営方針、事業計画策定・目標管理などを行い、支店や事業所が質の高いサービ

スを提供できるようにします。基幹支店は営農指導体制の要として地域特産品の指導や消費者指

向をふまえた農産物の推進をはかるとともに、支店などの事業進捗管理等をバックアップします。

また、総合支店や金融特化支店は地域の最前線としてトータルサポートサービスをダイレクトに

提供していきます。 

 

〔組織機構イメージ〕
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